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二
ヶ
月
前
に
、
米
朝
ト
ッ
プ
会
談
の
こ
と
を
書
い

た
。
や
は
り
歴
史
的
な
事
件
な
の
で
、
ぜ
ひ
自
分
な

り
の
予
測
を
述
べ
て
置
き
た
か
っ
た
。
そ
れ
が
歴
史

に
遊
ぶ
者
の
特
権
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
進
行
形
の
事
件
で
は
、
す
ぐ
に
結
果
が

出
る
の
で
、
シ
ュ
ン
と
し
た
く
も
な
い
。
そ
ん
な
思

い
で
ト
ラ
ン
プ
・
金
正
恩
会
談
を
予
測
し
た
の
で
あ

る
が
一
言
で
言
え
ば
「
当
た
り
」
で
あ
っ
た
。 

金
正
恩
が
既
に
核
弾
頭
も
大
陸
間
ミ
サ
イ
ル
も
持
っ

て
い
る
と
執
拗
に
米
国
を
恫
喝
し
て
き
た
の
は
、
冷
た

い
米
国
に
対
す
る
「
求
愛
行
為
」
で
あ
っ
た
。
彼
に
と

っ
て
米
国
大
統
領
と
対
等
に
会
談
す
る
栄
誉
は
、
極

め
て
貴
重
な
成
果
な
の
で
あ
る
。 

だ
か
ら
こ
そ
、
米
国
は
「
ご
褒
美
」
と
な
る
直
接

会
談
を
拒
否
し
続
け
て
き
た
。
そ
れ
が
、
「
核
兵
器

を
放
棄
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
の
一
言
だ
け
で
手
に
入

れ
た
の
だ
か
ら
、
ト
ラ
ン
プ
に
対
し
て
関
係
者
は
、

「
殿
、
騙
さ
れ
ぬ
よ
う
に
」
と
一
斉
に
声
を
上
げ
た
。 

金
正
恩
が
言
う
「
試
験
禁
止
・
先
制
使
用
禁
止
・
移

送
禁
止
」
は
、
裏
返
し
て
言
え
ば
、
北
朝
鮮
の
核
保
有

国
宣
言
に
過
ぎ
ず
、『
完
全
で
検
証
可
能
か
つ
不
可
逆
的

な
核
・
ミ
サ
イ
ル
廃
棄
』
と
は
全
く
異
次
元
の
も
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
米
国
の
専
門
家
た
ち
三
十
人
の
ア
ン
ケ

ー
ト
で
も
「
北
が
核
を
完
全
放
棄
す
る
」
と
予
測
し
た

者
は
皆
無
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
ト
ラ
ン
プ
に
と
っ
て
は
、
い
ま
や
中
間
選

挙
が
最
重
要
で
あ
り
、
と
に
か
く
成
果
を
上
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
の
金
正
恩
と
し
て
も
、「
核

を
所
有
し
て
い
る
」
と
い
う
無
言
の
圧
力
さ
え
維
持

で
き
れ
ば
、
核
を
実
際
に
使
用
で
き
る
訳
で
も
な
い

し
、
ま
た
使
用
す
る
気
も
な
い
の
で
、
曖
昧
模
糊
に

で
き
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
。
両
者
で
一
致
し
て
い
る

の
は
、
会
談
を
「
成
功
裡
」
に
終
わ
ら
せ
る
と
い
う

こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
す
る
か
。 

「
文
禄
・
慶
長
の
役
」
の
後
、
幕
府
も
李
朝
も
両

国
間
の
和
平
回
復
を
強
く
望
ん
で
い
た
。
し
か
し

「
建
前
」
が
大
き
く
立
ち
は
だ
か
る
。
そ
の
中
で
対

馬
藩
が
「
国
書
偽
造
」
を
画
策
し
た
。
幕
府
も
李
朝

も
薄
々
は
「
偽
造
」
を
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
が
、

目
を
瞑
っ
て
己
酉
約
条
を
締
結
し
た
。 

今
回
の
会
談
は
実
質
的
に
何
の
進
展
も
な
か
っ
た
。

い
や
、
む
し
ろ
後
退
し
て
い
る
面
が
多
い
。
そ
れ
は
、

最
初
か
ら
「
粉
飾
」
が
前
提
の
会
談
で
あ
っ
た
。 

米
国
議
会
は
こ
ん
な
不
明
瞭
な
合
意
は
大
統
領
権
限

で
は
な
く
議
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
と
い
っ
て
い

る
。
何
も
具
体
的
な
成
果
の
な
い
中
で
、
米
軍
の
朝
鮮

半
島
か
ら
の
撤
収
ま
で
話
が
進
ん
で
い
る
。 

私
は
三
年
ほ
ど
前
か
ら
史
遊
会
通
信
に
も
盛
ん
に
書

い
た
が
、
地
政
学
的
に
見
て
、
米
国
は
再
び
朝
鮮
戦
争

直
前
の
構
想
「
ア
チ
ソ
ン
ラ
イ
ン
」
す
な
わ
ち
韓
国
を

米
国
の
主
管
防
衛
地
域
か
ら
外
す
政
策
に
戻
り
た
が
っ

て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
は
正
直
だ
。
早
く
も
そ
の
切
り
札

を
切
っ
て
き
た
。 

今
や
米
朝
と
も
に
「
欺
瞞
の
合
意
」
を
必
要
と
し
て

い
る
が
、「
瓢
箪
か
ら
駒
」
で
、
い
ず
れ
歴
史
が
そ
の
果

実
を
手
に
す
る
日
が
く
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
と
は
そ
ん

な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

そ
れ
は
朝
鮮
半
島
が
中
国
圏
に
取
り
込
ま
れ
る
日
で

も
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新 

井  

宏 
 

「
成
功
」
を
演
出
す
る
欺
瞞
の
合
意 

し
か
し
真
の
成
果
を
導
く
で
あ
ろ
う 

今
月
の
史
遊
サ
ロ
ン
は
予
定
通
り
第
三
土

曜
日
の
七
月
二
十
一
日
で
す
。
会
場
は
定
例

の
銀
座
ル
ノ
ア
ー
ル
八
重
洲
北
口
会
議
室
。 

な
お
、
九
月
の
史
遊
サ
ロ
ン
も
予
定
通
り

第
三
土
曜
日
の
九
月
十
五
日
で
す
。 

「
自
由
執
筆
」
に
つ
い
て
は
、
随
時
お
寄
せ

下
さ
い
。
「
埋
め
草
」
も
大
歓
迎
。 

米 朝 

会 談 
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ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
と
は
…
… 

 
 
│

史
遊
サ
ロ
ン
通
信
No
二
六
四
・
新
井
宏
氏
「
第

一
次
世
界
大
戦
と
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
」
に
関
連
し
て│

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諸 

橋 

奏 
  
 

ブ
ル
ガ
リ
ア
と
は
ど
ん
な
国 

 

政
体 

バ
ル
カ
ン
半
島
南
東
部
に
あ
る
共
和
国
、

首
都
、
ソ
フ
ィ
ア
。 

 

言
語 

ブ
ル
ガ
リ
ア
語
。 

 

宗
教 

大
多
数
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
正
教
、
他
に
イ
ス

ラ
ム
教
徒
・
少
数
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
・
新
教
徒

等
。 

 

人
種 

ブ
ル
ガ
リ
ア
人(

南
ス
ラ
ブ
系)

約
80
％
、

ト
ル
コ
人
約
10
％
、
他
ロ
マ
・
ア
ル
メ
ニ
ア
人
・

ギ
リ
シ
ャ
人
・
ル
ー
マ
ニ
ア
人
等
約
10
％
。 

 

人
口
、
七
一
七
万
人(

二
〇
一
五
年
、
世
銀) 

 

伝
統 

ブ
ル
ガ
リ
ア
人
が
大
切
に
し
て
い
る
三
宝 

 
 

一
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
正
教(

ギ
リ
シ
ャ
正
教
等
が

属
す
る
東
方
教
会
の
一
派) 

 
 

一
、
キ
リ
ル
文
字(

ロ
シ
ア
文
字) 

 
 

一
、
神
か
ら
賜
わ
っ
た
ヨ
ー
グ
ル
ト(

ヨ
ー
グ

ル
ト
づ
く
り
は
伝
統
的
宗
教
行
事)

。
発
酵

乳
の
起
源
は
紀
元
前
七
〇
〇
〇
年
頃
。 

 

対
日
関
係 

社
会
主
義
時
代
か
ら
親
日
的
。
好
例

と
し
て
、
大
相
撲
で
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
出
身
力
士

の
碧
山
関(

現
前
頭)

や
鳴
戸
親
方(

元
大
関
琴

欧
州
・
現
委
員)

の
活
躍
が
日
・
ブ
両
国
の
共

通
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
。 

 

人
類
最
初
の
文
明
に
つ
い
て
の
疑
問 

と
こ
ろ
で
…
…
「
我
々
が
知
っ
て
い
る
最
初
の
文

明
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア(

西
ア
ジ
ア)

で
い
え
ば
、
ジ

ェ
ム
デ
ッ
ド
・
ナ
ス
ル
期(

紀
元
前
約
三
一
〇
〇
年

～
前
二
八
〇
〇
年
頃)

で
、
そ
れ
以
後
は
、
シ
ュ
メ

ー
ル
の
初
期
王
朝
時
代(

ウ
ル
第
一
王
朝
前
二
八
〇

〇
年
頃
～
前
二
三
八
六
年)

に
な
る
。
ジ
エ
ム
デ
ッ

ド
・
ナ
ス
ル
期
の
少
し
前
の
ウ
ル
ク
Ⅵ
期(

前
三
三

〇
〇
年
頃)

か
ら
文
字
が
出
て
来
る
」
と
い
う
も
の

で
、
シ
ュ
メ
ー
ル
文
明
ジ
ェ
ム
デ
ッ
ド
・
ナ
ス
ル
期

に
始
ま
る
文
明
の
源
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
疑
問
と
さ

れ
て
い
た
。
歴
史
以
前
の
年
代
は
一
番
古
い
の
が
ジ

ャ
ル
モ
期
、
ハ
ッ
ス
ナ
期
、
次
が
ハ
ラ
フ
期(

以
上

先
ウ
バ
イ
ド
期)

が
あ
っ
て
、
ウ
バ
イ
ド
期(

前
四
〇

〇
〇
年
頃
か
ら)

、
ウ
ル
ク
期(

前
三
五
〇
〇
年
頃
か

ら)

に
な
る
が
、
少
な
く
と
も
ウ
ル
ク
期
の
後
期
か

ら
文
明
の
様
相
は
急
変
し
、
そ
れ
以
前
と
は
繋
が
ら

な
い
ほ
ど
飛
躍
的
に
発
展
し
て
シ
ュ
メ
ー
ル
文
明
が

出
て
来
る
わ
け
で
、
こ
の
文
明
は
外
か
ら
入
っ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
と
の
考
え
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。 

ブ
ル
ガ
リ
ア
の
歴
史 

現
在
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
地
に
古
代
い
か
な
る
民
族

が
住
ん
で
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
紀
元
前
一
〇

〇
〇
年
頃
、
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
ト
ラ
キ

ア
人
の
名
前
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ト
ラ
キ
ア
人
は
ギ

リ
シ
ャ
人
と
接
触
し
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が
こ
れ

を
書
き
残
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
非
常
に
優
れ

た
武
器
と
馬
を
も
っ
て
い
て
勇
敢
で
あ
り
、
ま
た
金

銀
細
工
な
ど
芸
術
的
な
も
の
を
作
っ
て
い
る
し
、
前

五
世
紀
頃
に
は
農
耕
・
牧
畜
民
族
と
し
て
定
住
、
す

で
に
国
家
を
形
成
し
、
当
時
現
在
の
ソ
フ
ィ
ア
は
セ

ル
デ
ィ
カ
と
呼
ば
れ
て
繁
栄
し
て
い
た
。 

そ
の
後
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ケ
ル
ト
、
更
に
前
一
世

紀
頃
か
ら
ロ
ー
マ
人
が
入
っ
て
来
て
ギ
リ
シ
ャ
人
を

圧
倒
し
、
紀
元
後
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
川
辺
に
ロ
ー
マ
の
植

民
地
を
作
り
、
そ
の
後
四
世
紀
末
、
ロ
ー
マ
が
東
西
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に
分
か
れ(

三
九
五
年)

、
東
ロ
ー
マ
が
ビ
ザ
ン
チ
ン

と
な
り
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
領
土
に
な
っ
た
。
そ
の
後

五
～
六
世
紀
頃
に
ス
ラ
ブ
人
が
南
下
し
て
こ
の
地
に

入
り
定
住
し
た
。
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
に
は
ア
ジ

ア
系
遊
牧
民
族
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
人(

原
ブ
ル
ガ
リ
ア

人)

が
侵
入
、
ス
ラ
ブ
人
と
混
血
合
体
し
、
六
八
一

年
、
第
一
次
ブ
ル
ガ
リ
ア
帝
国
を
建
設
し
た
。
当
時

の
首
都
は
プ
リ
ス
カ
と
呼
ば
れ
た
。
バ
ル
カ
ン
半
島

最
強
大
国
家
と
な
っ
た
が
、
一
〇
一
八
年
に
ビ
ザ
ン

チ
ン
帝
国
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
一
一
八
七
年
、
タ
ル
ノ

ボ
の
貴
族
ア
ッ
セ
ン
・
ペ
タ
ル
兄
弟
が
蜂
起
、
第
二

次
ブ
ル
ガ
リ
ア
帝
国
を
樹
立
、
一
三
世
紀
に
は
そ
の

最
盛
期
を
迎
え
る
が
、
一
三
九
六
年
、
オ
ス
マ
ン
ト

ル
コ
に
征
服
さ
れ
、
約
五
〇
〇
年
間
に
わ
た
り
そ
の

支
配
下
に
置
か
れ
た
。 

一
五
～
一
九
世
紀
は
民
族
復
興
時
代
と
呼
ば
れ
、

解
放
を
求
め
て
度
々
反
乱
が
起
る
が
悉
く
失
敗
、
一

八
七
七
～
一
八
七
八
年
の
ロ
シ
ア
・
ト
ル
コ
戦
争
に

よ
り
よ
う
や
く
ト
ル
コ
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
第
三
次

ブ
ル
ガ
リ
ア
帝
国
が
生
ま
れ
た
。(

一
九
〇
八
年) 

一
九
一
二
年
の
第
一
次
バ
ル
カ
ン
戦
争
で
は
領
土

を
大
き
く
増
や
し
た
が
、
翌
一
三
年
の
第
二
次
バ
ル

カ
ン
戦
争
で
は
第
一
次
で
獲
得
し
た
も
の
以
上
を
失

っ
て
し
ま
っ
た
。 

第
一
次
世
界
大
戦(

一
九
一
四
年
七
月
～
一
九
一

八
年
一
一
月)

で
は
ド
イ
ツ
側(

オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ

ン
ガ
リ
帝
国
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国
、
ブ
ル
ガ

リ
ア)

に
立
っ
て
戦
い
、
敗
戦
。
第
二
次
世
界
大
戦

(

一
九
三
九
年
九
月
～
一
九
四
五
年
八
月)

に
も
フ
ァ

シ
ス
ト
枢
軸
に
加
わ
っ
て
参
戦(

一
九
四
四
年)

、
ソ

フ
ィ
ア
で
ク
ー
デ
タ
ー
、「
祖
国
戦
線
」
が
権
力
掌

握
、
共
産
主
義
政
権
成
立
。
一
九
四
六
年
九
月
九
日

(

昭
和
二
一
年)

王
制
を
廃
し
て
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共

和
国
を
樹
立
し
た
。
ソ
連
か
ら
戻
っ
た
ゲ
オ
ル
ギ
・

デ
イ
ミ
ト
ロ
フ
に
よ
る
共
産
党
内
閣
が
で
き
、
親
ソ

関
係
を
構
築
す
る
。
一
九
八
九
年
、
共
産
党
一
党
独

裁
体
制
が
崩
壊
、
民
主
化
が
進
み
、
一
九
九
〇
年
に

国
名
を
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
と
改
称
。
九
一
年
、
民

主
的
な
新
憲
法
を
採
択
。
二
〇
〇
四
年
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

加
盟
。
二
〇
〇
七
年
一
月
、
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
。 

二
〇
〇
九
年
七
月
、
ボ
リ
ソ
フ
を
首
班
と
す
る
新

興
野
党
「
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
欧
州
に
お
け
る
発
展
の
た

め
の
市
民(

GERB)

」(

右
派)

が
単
独
少
数
与
党
内
閣

を
発
足
さ
せ
た
。
紆
余
曲
折
を
経
て
、
二
〇
一
四
年

一
〇
月
、
苦
心
の
第
二
次
ボ
リ
ソ
フ
政
権
が
。
そ
し

て
更
な
る
曲
折
を
経
て
、
二
〇
一
七
年
五
月
四
日
、

第
三
次
ボ
リ
ソ
フ
内
閣
が
発
足
。 

ブ
ル
ガ
リ
ア
語 

印
欧
祖
語(

イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族)

か
ら
六

〇
〇
〇
前
頃
、
東
印
欧
語
が
西
印
欧
語
と
分
か
れ
、

更
に
バ
ル
ト
・
ス
ラ
ブ
語
と
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
語
に

分
岐
、
バ
ル
ト
・
ス
ラ
ブ
語
は
バ
ル
ト
語
と
ス
ラ
ブ

語
に
。
ス
ラ
ブ
語
は
原
ス
ラ
ブ
語
と
西
ス
ラ
ブ
語

に
。
そ
し
て
原
ス
ラ
ブ
語
は
南
ス
ラ
ブ
語
と
東
ス
ラ

ブ
語(

大
ロ
シ
ア
語)

に
。
こ
の
南
ス
ラ
ブ
語
が
分
れ

て
現
代
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
、
セ
ル
ヴ
ィ
ア
語
・
ク
ロ
ア

チ
ア
語
、
ス
ロ
バ
キ
ア
語
に
分
化
。 

注
目
の
ヴ
ァ
ル
ナ
銅
器
文
化 

一
九
七
二
年(

昭
和
四
七)

、
世
界
最
古
の
黄
金
文

明
・
銅
器
文
化
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ヴ
ァ
ル
ナ
で
発
見

さ
れ
、
世
界
の
注
目
を
集
め
た
。 

ブ
ル
ガ
リ
ア
東
北
部
の
黒
海
に
面
し
た
ブ
ル
ガ
リ

ア
第
三
の
都
市(

第
一
は
首
都
で
、
二
〇
一
五
年
人

口
一
四
九
万
人
の
ソ
フ
ィ
ア
、
第
二
は
六
〇
〇
〇
年

の
歴
史
を
も
つ
と
い
う
ブ
ロ
ヴ
デ
ィ
フ
で
人
口
三
四

万
人)

ヴ
ァ
ル
ナ
市
は
人
口
約
三
四
万
人
、
古
代
ギ

リ
シ
ャ
の
植
民
都
市
オ
デ
ッ
ソ
ス
に
そ
の
源
を
発
す

る
古
い
町
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
ナ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
ア
ジ
ア
系
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
が
第
一
次
ブ

ル
ガ
リ
ア
帝
国
を
樹
立
し
て
か
ら
で
あ
る(

六
八
一

年)

。 

一
九
七
二
年
秋
、
ヴ
ァ
ル
ナ
湖(

ヴ
ァ
ル
ナ
市
の

西
部
で
黒
海
が
内
陸
に
深
く
切
り
込
ん
で
い
る)

の

南
岸
で
土
木
工
事
の
作
業
中
、
大
量
の
金
・
銅
製
品

が
発
見
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
ル
ナ
考
古
学
博
物
館
調
査
団

(

発
掘
責
任
者
ス
ワ
ン
・
Ｓ
・
イ
ワ
ノ
フ
氏)

の
発
掘

の
結
果
、
そ
こ
が
銅
器
時
代
あ
る
い
は
金
石
併
用
時

代
の
後
期(

紀
元
前
五
〇
〇
〇
年
期
後
半)

に
も
さ
か

の
ぼ
る
古
い
墓
地
と
判
明
、
当
年
代
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ

ア
や
エ
ジ
プ
ト
に
金
や
銅
製
品
が
現
れ
る
よ
り
も
さ

ら
に
数
百
年
以
上
古
い
も
の
で
あ
る
。 

墓
は
人
骨
を
伴
わ
な
い
「
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
墓
」

(

「
ケ
ノ
タ
フ
」
と
も
呼
ぶ)

と
人
骨
を
伴
う
墓
と
に
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大
別
さ
れ
る
。
副
葬
品
は
金
製
品
、
骨
製
の
偶
像
、

貝
小
玉
の
首
飾
り
、
動
物
の
外
形
を
か
た
ち
ど
っ
た

も
の
、
動
物
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
金
製
装
飾
品
、
実

物
大
の
土
製
人
面(

王
冠
、
両
眼
、
口
、
歯
は
す
べ

て
金
製
品)
、
金
製
の
柄
を
も
つ
石
斧
、
男
根
形
金

製
品
。
銅
製
品
は
、
斧
、
槍
先
、
の
み
、
く
さ
び
、

針
な
ど
の
道
具
で
あ
る
が
、
土
器
は
ユ
ニ
ー
ク
な
金

彩
文
土
器
を
は
じ
め
、
幾
何
学
的
模
様
の
大
皿
な
ど

で
、
オ
リ
エ
ン
ト
・
小
ア
ジ
ア(

ト
ル
コ)

か
ら
来
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
石
器
多
数
の
大
部
分
は

フ
リ
ン
ト(

燧
石)

の
石
刃
で
最
長
四
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
非
実
用
的
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
銅
の

鉱
山
は
ス
タ
ー
ラ
・
ザ
ゴ
ラ
近
く
で
銅
の
露
出
部
分

を
見
つ
け
て
掘
り
始
め
た
よ
う
で
専
門
の
坑
夫
が
い

た
と
考
え
ら
れ
、
銅
製
の
進
ん
だ
形
式
の
ピ
ッ
ケ
ル

の
利
器
を
使
っ
て
い
た
。
ヴ
ァ
ル
ナ
墓
地
の
意
義
に

つ
い
て
は
、
金
属
製
の
道
具
を
製
作
す
る
技
術
の
発

明
は
新
石
器
時
代
に
お
け
る
土
器
の
発
明
と
並
ん
で

人
類
文
化
史
上
最
も
画
期
的
な
出
来
事
の
一
つ
で
、

そ
の
意
味
で
ヴ
ァ
ル
ナ
墓
地
で
発
見
さ
れ
た
良
質
の

鋳
造
銅
器
は
、
非
実
用
的
な
金
製
品
よ
り
も
重
要
と

評
価
さ
れ
て
い
る
。
又
墓
に
よ
っ
て
副
葬
品
の
質
、

量
に
か
な
り
の
差
が
あ
る
こ
と
や
、
王
笏
の
存
在
は

社
会
の
階
級
分
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
く
段
階
は
国
家
で
あ
る

が
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
異
な
り
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
で

は
、
こ
こ
で
発
展
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
金
石
併
用

時
代
の
一
つ
の
発
展
の
頂
点
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
文
化
は
紀
元
前
六
〇
〇
〇
年
期
の
初
頭
か

ら
始
ま
っ
て
、
前
四
〇
〇
〇
年
期
の
中
頃
に
交
易
と

冶
金
の
発
生
が
そ
の
頂
点
に
達
し
た
と
考
え
ら
れ
、

い
わ
ゆ
る
「
カ
ラ
ノ
ヴ
オ
編
年
」(

時
代
区
分)

と
し

て
確
立
さ
れ
た
。 

結
論
と
し
て
は
ヴ
ァ
ル
ナ
文
明
は
ト
ラ
キ
ア
の
黄

金
文
化
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

ほ
か
、
土
器
は
オ
リ
エ
ン
ト
、
小
ア
ジ
ア
か
ら
来
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
如
く
お
そ
ら
く
ア
ナ
ト
リ
ア
と

非
常
に
関
係
が
深
い
の
で
、
ア
ナ
ト
リ
ア
か
ら
一
方

は
バ
ル
カ
ン
に
行
っ
て
ヴ
ァ
ル
ナ
文
明
に
な
り
、
一

方
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
方
へ
行
っ
て
ウ
ル
ク
後
期
か

ジ
ェ
ム
デ
ッ
ド
・
ナ
ス
ル
期
の
シ
ュ
メ
ー
ル
文
明
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
推
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

又
参
考
ま
で
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
人
骨
は
北
欧
型

と
ア
ル
メ
ニ
ア
型
の
混
合
人
種
で
北
欧
型
が
顕
著
だ

と
し
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

語
族
に
近
く
、
印
欧
語
族
の
原
郷
を
南
ロ
シ
ア
、
ダ

ニ
ュ
ー
ブ
川
流
域
に
求
め
る
学
説
と
相
応
じ
る
も
の

と
い
わ
れ
る
。 

以
上
「
一
九
七
二
年
に
、
突
然
新
し
く
、
世
界
最

古
の
黄
金
文
明
と
し
て
学
会
に
発
表
さ
れ
、
世
界
中

に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
し
た
『
ヴ
ァ
ル
ナ
遺

跡
』(

ブ
ル
ガ
リ
ア
国
黒
海
沿
岸)
の
発
掘
が
始
め
ら

れ
て
か
ら
」
現
二
〇
一
八
年
で
は
や
四
六
年
、
右
論

説
は
ど
の
よ
う
に
進
展
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

当
時
発
掘
さ
れ
た
「
六
〇
〇
〇
年
以
上
前
の
も
の
と

さ
れ
る
世
界
最
古
の
黄
金
の
財
宝
は
」
ソ
フ
ィ
ア
の

国
立
考
古
学
研
究
所
付
属
図
書
館
と
ヴ
ァ
ル
ナ
の
考

古
学
博
物
館
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
最
大
の
み
ど
こ
ろ
と
し

て
展
示
さ
れ
て
い
る
。 

(

参
考
文
献) 

『
岩
波
講
座 

世
界
歴
史
１
』(

岩
波
書
店)

一
九
七
八

年 

『
京
大
西
洋
史
１
西
洋
文
明
の
起
源
』
村
田
数
之
亮
編

(

創
元
社)

昭
和
四
七
年 

『
週
刊
読
売 

バ
ル
ナ
古
代
黄
金
文
明
の
ロ
マ
ン
』(

読

売
新
聞
社)

一
九
八
二
年
三
月
四
日 

『
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
ト
ラ
ベ
ル
ガ
イ
ド
』
ブ
ル
ガ
リ
ア
政

府
観
光
セ
ン
タ
ー 

『
ブ
ル
ガ
リ
ア
古
典
文
字
展
』(

財)

日
本
書
道
美
術
館 

昭
和
五
六
年 

『
古
代
ト
ラ
キ
ア
黄
金
展(

解
説
書)

』
古
代
オ
リ
エ
ン

ト
博
物
館
・
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
文
化
省
他 

一
九
七
九
年 

『
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
遺
宝 

世
界
最
古
の
黄
金
文
明
展(

解

説
書)

』
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
文
化
省
、(

財)

日

本
テ
レ
ビ
放
送
文
化
事
業
団 

一
九
八
二
年 

『
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
い
う
国
』
外
務
省
情
報
文
化
局
編
集

(
(

財)

世
界
の
動
き
社)

一
九
七
八
年 

『
明
治
ブ
ル
ガ
リ
ア
ヨ
ー
グ
ル
ト
四
〇
周
年
ア
ニ
バ
ー

サ
リ
ー
フ
ォ
ト
ブ
ッ
ク
』(

株
式
会
社
明
治)

二
〇
一

三
年 

『
17

18
版 

地
球
の
歩
き
方
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
ル
ー
マ
ニ

ア
』(

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社)

二
〇
一
七
年 

「
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
・
基
礎
デ
ー
タ
」
外
務
省 

平

成
二
九
年
五
月
一
六
日 
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ブ
ル
ガ
リ
ア
歴
史
年
表(

略
史) 

紀
元
前
一
九
～
八
世
紀
頃 

イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語

族
の
ト
ラ
キ
ア
人
が
定
住 

紀
元
前
八
～
六
世
紀
頃 

ギ
リ
シ
ャ
人
が
黒
海
沿
岸
に

入
植 

紀
元
前
一
六
八
年 

ロ
ー
マ
帝
国
の
進
出
に
よ
り
、
マ

ケ
ド
ニ
ア
帝
国
が
滅
亡 

紀
元
一
世
紀 

ロ
ー
マ
帝
国
、
こ
の
地
を
占
領 

三
九
五
年 

ロ
ー
マ
帝
国
が
東
西
に
分
裂
、
以
降
ビ
ザ

ン
ツ
帝
国(

東
ロ
ー
マ
帝
国)
の
属
州
と
な
る 

五
～
六
世
紀
頃 

ス
ラ
ブ
民
族
、
ブ
ル
ガ
ー
ル
人(

原
ブ

ル
ガ
リ
ア
人)

の
進
出 

七
世
紀 

ス
ラ
ブ
民
族
が
移
動
、
定
着 

七
世
紀
末 

ブ
ル
ガ
ー
ル
族
が
移
動
し
て
、
ス
ラ
ブ
民

族
を
支
配
、
そ
の
後
同
化 

六
八
一
年 

第
一
次
ブ
ル
ガ
リ
ア
帝
国
成
立(

～
一
〇
一

八
年) 

九
世
紀
頃 

ポ
リ
ス
一
世
の
治
世
に
キ
リ
ス
ト
教
が
国

教
と
な
る 

八
九
一
～
九
二
七
年 

セ
ミ
ョ
ン
王
の
下
に
最
盛
期 

一
〇
一
八
年 

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
よ
り
、
第
一
次
ブ
ル

ガ
リ
ア
帝
国
滅
亡 

一
一
八
五
年 

タ
ル
ノ
ヴ
ォ
の
領
主
ア
ッ
セ
ン
・
ペ
タ

ル
兄
弟
に
よ
り
、
第
二
次
ブ
ル
ガ
リ
ア
帝
国
成
立(

～

一
三
九
六
年) 

一
三
九
六
年 

オ
ス
マ
ン
朝
に
よ
り
第
二
次
ブ
ル
ガ
リ

ア
帝
国
が
滅
亡(

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
る
占
領)(

～
一

八
七
八
年) 

一
八
七
〇
年 

ト
ル
コ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
宗
教
的
自
治

権
を
認
め
る 

一
八
七
六
年 

全
国
的
反
乱 

一
八
七
八
年 

露
土
戦
争
を
処
理
す
る
サ
ン
・
ス
テ
フ

ァ
ノ
条
約
に
よ
り
、
ト
ル
コ
宗
主
下
の
自
治
侯
国
と

な
る 

一
八
七
九
年 

ブ
ル
ガ
リ
ア
公(

王)

国
成
立(

～
一
九
四

四
年)

、
憲
法
制
定 

一
八
八
五
年 

完
全
独
立
宣
言
、
第
三
次
ブ
ル
ガ
リ
ア

帝
国
成
立 

一
九
一
二
年 

バ
ル
カ
ン
戦
争
勃
発(

～
一
九
一
三
年) 

一
九
一
四
年 

第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
、
一
五
年
参
戦

(

～
一
九
一
八
年
降
伏
、
終
結) 

一
九
三
五
年 

国
王
ポ
リ
ス
三
世
独
裁
制
を
敷
き
、
強

権
政
治
を
行
う 

一
九
三
九
年 

第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
（
～
一
九
四
五

年)

、
四
一
年
参
戦
、
四
四
年
ソ
連
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
宣

戦
布
告
、
左
翼
の
救
国
戦
線
が
ク
ー
デ
タ
ー
で
政
権

を
取
り
、
連
合
国
と
講
和
条
約
を
結
ぶ
。
共
産
主
義

政
権
成
立 

一
九
四
六
年 

ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
成
立
、
社
会

主
義
の
道
へ 

一
九
五
四
年 
ジ
フ
コ
フ
が
共
産
党
第
一
書
記
に
就

任
、
親
ソ
路
線
を
明
確
に 

一
九
八
八
年 

ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊 

一
九
八
九
年 

共
産
党
改
革
派
ク
ー
デ
タ
ー
。
ジ
フ
コ

フ
辞
任
、
共
産
党
独
裁
体
制
終
焉 

一
九
九
〇
年 

国
名
を
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
に
改
称 

一
九
九
一
年 

ジ
ェ
リ
ュ
・
ジ
ェ
レ
フ
が
大
統
領
に
就

任
、
民
主
的
新
憲
法
採
択 

二
〇
〇
七
年 

Ｅ
Ｕ
加
盟 

二
〇
〇
九
年 

「
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
欧
州
に
お
け
る
発
展

の
た
め
の
市
民(

Ｇ
Ｅ
Ｒ
Ｂ)

」(

右
派)

単
独
少
数
与

党
内
閣
を
発
足 

二
〇
一
四
年 

第
二
次
ボ
リ
ソ
フ
政
権
発
足 

二
〇
一
七
年 

第
三
次
ボ
リ
ソ
フ
内
閣
が
発
足 

(

引
用
参
考
文
献) 

『
17

18
版 

地
球
の
歩
き
方
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
ル
ー
マ
ニ

ア
』(

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社)

二
〇
一
七
年 

『
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
い
う
国
』
外
務
省
情
報
文
化
局
編
集

(
(

財)

世
界
の
動
き
社)

一
九
七
八
年 

「
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
・
基
礎
デ
ー
タ
」
外
務
省 

平

成
二
九
年
五
月
一
六
日 

「
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
森
安
達
也
・
南
塚
信
吾(

朝
日
新
聞

社) 

   

附
（
つ
け
た
り
） 

『
明
治
ブ
ル
ガ
リ
ア
ヨ
ー
グ
ル
ト
』 

誕 

生 

物 

語 

事
務
局
よ
り
要
望
し
て
「
日
本
と
ブ
ル
ガ
リ

ア
の
ヨ
ー
グ
ル
ト
物
語
」
を
附(

つ
け
た
り)

と

し
て
追
加
執
筆
を
お
願
い
し
ま
し
た
。 

『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
『
ヨ
ー
グ
ル
ト[Yo

ghu
rt

ド
イ
ツ]

牛
乳
・
羊
乳
・
山
羊
乳
な
ど
を
乳
酸
発
酵

に
よ
っ
て
凝
固
さ
せ
た
食
品
。
バ
ル
カ
ン
地
方(

殊

に
ブ
ル
ガ
リ
ア)

に
始
ま
り
、
各
地
に
広
ま
っ
た
。
』

と(

紀
元
前
七
千
年
頃
、
偶
然
に
で
き
た
と
い
う)

。 

 

一
方
、『
明
治
屋
食
品
辞
典 

食
料
篇
』
に
は

『Y
ogur

t(

英)

ヨ
ー
グ
ル
ト 

語
源
は
ト
ル
コ
語 
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yoghart

の
出
。「
ミ
ル
ク
か
ら
作
っ
た
酸
っ
ぱ
い

発
酵
液
で
、
ト
ル
コ
お
よ
びLevant

諸
国
で
造
ら

れ
る
」[SOD]

と
か
「
カ
ス
タ
ー
ド
状
の
固
さ
の
培

養
ミ
ル
ク
食
の
一
」(

中
略)

生
物
学
者
の
メ
チ
ニ
コ

フ
が
老
衰
の
原
因
を
腸
内
細
菌
毒
素
の
中
に
あ
り
と

の
説
を
唱
え
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
国
に
長
寿
者
の
多
い
の

を
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
効
に
帰
し
た
こ
と
か
ら
有
名
に
な

っ
た
。』
と
。 

 

と
こ
ろ
で
『
民
族
』(

nation)

は
「
文
化
の
伝
統

を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
、

同
族
意
識
を
も
つ
人
々
の
集
団
、
文
化
の
中
で
も
特

に
言
語
を
共
有
す
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
」
と
定
義

さ
れ
て
い
る
。「
ヨ
ー
グ
ル
ト
」
を
解
す
る
の
に
、

辞
典
で
は
、
ド
イ
ツ
語
・
英
語
、
語
源
は
ト
ル
コ

語
、「
殊
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
始
ま
り
」
と
あ
る
が
ブ

ル
ガ
リ
ア
語
は
出
て
来
な
い
。 

 

ブ
ル
ガ
リ
ア
語
は
印
欧
語
族
の
東
印
欧
語
、
バ
ル

ト
・
ス
ラ
ブ
語
～
南
ス
ラ
ブ
語
群
に
属
し
、
英
・
独

語
は
西
印
欧
語
、
チ
ュ
ー
ト
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
語
群
に

属
し
て
い
る
が
、
ト
ル
コ
語
は
非
印
欧
語
で
あ
る
。 

 

こ
の
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
め
ぐ
る
言
語
一
つ
を
見
て
も

ブ
ル
ガ
リ
ア
と
い
う
国
に
「
長
い
苦
難
の
歴
史
」
を

感
じ
る
と
共
に
、
そ
の
「
歴
史
を
支
え
て
き
た
ブ
ル

ガ
リ
ア
の
食
文
化
の
一
つ
が
ヨ
ー
グ
ル
ト
」
で
あ
る

こ
と
が
分
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア

の
人
々
が
今
も
大
切
に
し
て
い
る
三
宝
の
一
つ
に

「
神
か
ら
賜
っ
た
ヨ
ー
グ
ル
ト
」(

他
の
二
つ
は

「
ブ
ル
ガ
リ
ア
正
教
」
と
「
ギ
リ
シ
ャ
文
字
＝
ロ
シ

ア
文
字
」)

が
は
い
っ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
日
本
人
が
牛
乳
・
乳
製
品
を
初
め
て

知
る
の
は
仏
教
を
通
し
て
で
、
仏
教
伝
来
は
五
三
八

年
と
さ
れ
る(

五
三
二
年
説
も)

。
仏
教
涅
槃
経
に
は

「
牛
よ
り
乳
～
酪
～
生
蘇(

酥)

～
熟
蘇
～
醍
醐
の
五

味
が
出
来
、
醍
醐
は
最
高
」
と
あ
る
。
現
乳
製
品
で

言
う
と
「
酪
」
は
脱
脂
発
酵
乳
で
ヨ
ー
グ
ル
ト
状
の

も
の
、「
酥
」
は
豆
乳
の
油
皮(

ゆ
ば)

製
法
を
思
わ
せ

る
ク
リ
ー
ム
状
酥
油
、「
蘇
」
は
乳
を
加
熱
し
、
一

〇
分
の
一
に
濃
縮
し
た
煉
乳
で
、
更
に
水
分
を
減
じ

る
と
チ
ー
ズ
の
よ
う
な
も
の
に
。「
醍
醐
」
は
？
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
し
て
現
代
、
明
治
屋
辞

典
に
よ
れ
ば
「
日
本
へ
最
初
に
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
紹
介

し
た
の
は
千
葉
雄
雌
郎
氏
で
明
治
四
一
年(

一
九
〇

八)

頃
フ
ラ
ン
ス
か
ら
菌
を
輸
入
し
て
ヨ
ー
グ
ル
ト

を
造
り
自
分
の
糖
尿
病
を
癒
し
た
と
い
う
。(

中
略)

戦
後
ハ
ウ
ザ
ー
食
の
盛
行
と
と
も
に(

ヨ
ー
グ
ル
ト

造
り
は)

飛
躍
的
に
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
二
五

年(

一
九
五
〇)
明
治
乳
業
両
国
工
場
が
本
格
的
製
造

販
売
を
始
め
、」
云
々
と
あ
る(

「
明
治
ハ
ネ
ー
ヨ
ー

グ
ル
ト
」
の
発
売)

。 

『
明
治
ブ
ル
ガ
リ
ア
ヨ
ー
グ
ル
ト
』
の
誕
生
は
、

一
九
七
〇
年(

昭
和
四
五)

ア
ジ
ア
で
始
め
て
の
万
国

博
覧
会
が
大
阪
で
開
催
さ
れ
、
参
加
国
の
一
つ
「
ブ

ル
ガ
リ
ア
館
」
で
出
品
さ
れ
て
い
た
「
プ
レ
ー
ン
ヨ

ー
グ
ル
ト
」
を
試
食
し
た
明
治
の
社
員
が
こ
の
本
物

の
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
味
に
感
動
し
た
の
が
き
っ
か
け
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
本
物
の
ヨ
ー
グ
ル
ト
」
と

同
じ
味
の
商
品
開
発
に
成
功
「
明
治
プ
レ
ー
ン
ヨ
ー

グ
ル
ト
」
を
一
九
七
一
年
三
月
に
発
売
し
た
。
た
だ

当
初
か
ら
決
め
て
い
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
「
ブ
ル
ガ
リ
ア

ヨ
ー
グ
ル
ト
」
に
つ
い
て
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
大
使
館
か

ら
は
名
称
使
用
許
可
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
「
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
お
け
る
ヨ
ー
グ
ル
ト

は
、
神
か
ら
の
贈
り
物
、
長
い
苦
難
の
歴
史
の
中
で

も
ず
っ
と
大
切
に
守
り
続
け
ら
れ
て
き
た
」
も
の

で
、「
軽
々
し
く
国
名
を
他
国
の
民
間
企
業
に
貸
し

与
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
」
で
あ

っ
た
。
が
、
諸
努
力
と
誠
意
が
認
め
ら
れ
、
一
九
七

二
年
五
月
、
つ
い
に
「
ブ
ル
ガ
リ
ア
」
の
名
称
許
可

が
お
り
、
一
九
七
三
年(

昭
和
四
八)

一
二
月
、
念
願

の
「
明
治
ブ
ル
ガ
リ
ア
ヨ
ー
グ
ル
ト
」
が
誕
生
し

た
。 

主
な
る
引
用
・
参
考
文
献 

『
植
物
と
文
明
１
』
解
説
書 

藤
井
純
夫 

(

岡
山
市
立
オ
リ
エ
ン
ト
美
術
館)

一
九
八
二
年 

『
明
治
屋
食
品
辞
典 

食
料
篇
』(

株
式
会
社
明
治
屋)

一
九
六
二
年(

第
四
版) 

『
明
治
ブ
ル
ガ
リ
ア
ヨ
ー
グ
ル
ト40

周
年
ア
ニ
バ
ー
サ

リ
ー
フ
ォ
ト
ブ
ッ
ク
』(

株
式
会
社
明
治)

二
〇
一
二
年

(

非
売
品) 

『
英
語
の
語
源
』
渡
辺
昇
一(

株
式
会
社
講
談
社)

昭
和

五
二
年 
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 出

雲
大
社
再
考(

一
九) 

 
 
 
 

空
中
神
殿
の
謎
（
３
） 

 
 
 
 
 
 

寂
蓮
法
師
の
証
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
上 

邦
治 

 
 

  

本
殿
一
六
丈
説
の
根
拠
と
し
て
、
平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
か

け
て
活
躍
し
た
寂
蓮
法
師
（
一
一
三
九
～
一
二
〇
二
）
の
、

大
社
参
詣
時
の
和
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

藤
原
定
長
（
の
ち
の
寂
蓮
法
師
）
の
一
生
は
数
奇

な
人
生
で
あ
る
。
醍
醐
寺
の
僧
を
父
に
持
ち
、
幼
い

時
か
ら
和
歌
に
秀
で
て
い
た
。
そ
の
才
を
見
込
ま
れ

て
、
一
二
才
の
時
、
道
長
に
繋
が
り
白
河
・
鳥
羽
上

皇
に
仕
え
た
、
公
卿
で
歌
人
の
叔
父
に
あ
た
る
御
子

左
家
藤
原
俊
成
の
養
子
に
な
っ
た
。
そ
の
後
俊
成
に

和
歌
の
天
才
と
い
わ
れ
た
定
家
が
生
ま
れ
る
。
実
子

定
家
が
若
く
し
て
当
代
有
数
の
歌
人
と
し
て
認
め
ら

れ
た
為
、
定
長
は
遠
慮
し
て
三
五
才
前
後
で
出
家
し

た
の
で
あ
る
。 

後
鳥
羽
上
皇
の
院
宣
に
よ
り
勅
撰
集
（
新
古
今
和

歌
集
）
を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
り
、
定
家
ら
六
人
の

選
者
の
一
人
に
な
っ
て
い
る
。
古
来
、
西
行
、
定
家

と
共
に
「
三
夕
の
歌
」
の
歌
人
と
し
て
知
ら
れ 

「
さ
び
し
さ
は 

そ
の
色
と
し
も 

な
か
り
け
り 

 
 

槙
（
ま
き
）
立
つ
山
の 

秋
の
夕
暮
」 

と
詠
み
、
続
け
て
西
行
、
定
家
が
「
秋
の
夕
暮
」
を
入

れ
た
和
歌
が
新
古
今
和
歌
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

寂
蓮
は
旅
の
歌
人
と
言
わ
れ
た
。
五
二
才
建
久
元

年
（
文
治
六
年
一
一
九
〇
）、
出
雲
大
社
参
詣
の
旅

に
出
て
い
る
。
そ
の
時
二
首
詠
っ
て
い
る
。 

「
出
雲
の
い
つ
き
の
宮
に
参
り
て
、
い
づ
も
の
川
の

ほ
と
り
に
て 

出
雲
川 

ふ
る
き
み
な
と
を 

た
づ
ぬ
れ
ば 

 
 

 
 

は
る
か
に
つ
た
ふ 

和
歌
の
浦
な
み
」 

こ
れ
は
須
佐
之
男
尊
が
『
記
紀
』
に
で
て
く
る
最
古

の
和
歌
「
八
雲
立
つ
」
を
詠
み
、
和
歌
発
祥
の
地
を

訪
れ
た
感
慨
を
、
素
直
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

研
究
者
が
問
題
に
す
る
の
は
、
も
う
一
首
の 

 

「
出
雲
の
大
社
に
詣
で
見
侍
れ
ば
、
天
雲
た
な
び

く
山
の
な
か
ば
ま
て 

か
た
そ
き
の
見
え
け
る
な
ん
、

此
世
の
こ
と
と
は
覚
え
ざ
り
け
る 

 

や
は
ら
ぐ
る 

光
や
空
に
み
ち
ぬ
ら
ん 

 
雲
に
分
け
い
る 

ち
き
（
千
木
）
の
か
た
そ
ぎ
」

と
、
高
層
神
殿
の
驚
き
を
「
こ
の
世
の
こ
と
と
は
思

え
な
い
」
と
詠
い
あ
げ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
和
歌
か
ら
、
京
大
福
山
教
授
は
建
久
造
営
の

本
殿
が
高
層
で
あ
っ
た
証
拠
に
し
た
。
以
来
一
六
丈

説
の
根
拠
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。 

 

寂
蓮
の
大
社
に
関
わ
る
歌
は
こ
の
二
首
だ
け
で
あ

る
が
、
こ
の
歌
は
寂
蓮
ら
し
く
な
い
。
四
季
の
花
や

木
の
色
合
い
、
ゆ
っ
た
り
流
れ
る
時
の
う
つ
ろ
い
な

ど
は
な
く
、
本
殿
の
高
さ
に
た
だ
驚
く
さ
ま
が
詠
わ

れ
て
い
る
。 

 

こ
の
時
の
旅
の
和
歌
は
、
数
首
残
っ
て
い
る
が
い

ず
れ
も
新
古
今
和
歌
集
特
有
の
空
・
風
・
雲
な
ど
自

然
の
あ
わ
れ
を
詠
っ
て
お
り
、
こ
の
歌
は
異
色
で
あ

る
。
し
か
も
和
歌
の
前
文
で
は
天
雲
た
な
び
く
山
（
八

雲
山
一
七
五
㍍
）
の
な
か
ば
ま
で
達
す
る
と
し
て
、
そ

の
高
さ
に
驚
嘆
し
て
い
る
。
大
国
主
命
の
神
徳
を
表
現

し
た
も
の
と
の
解
説
も
あ
る
が
、
須
佐
之
男
尊
の
和
歌

発
祥
の
地
を
し
の
ん
だ
歌
に
は
、
神
道
や
『
記
紀
』
に

特
別
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
人
物
と
も
思
わ
れ
な
い
。

大
神
神
社
参
拝
の
時
の
「
三
輪
の
神
あ
わ
れ
い
く
世
に

な
り
ぬ
ら
ん
杉
の
梢
に
宿
を
ま
か
せ
て
」
や
、
住
吉
大

社
参
詣
し
た
と
き
の
「
ふ
り
に
け
る
梢
も
し
る
き
住
吉

の
松
に
す
き
た
る
風
の
音
哉
」
を
み
て
も
、
神
に
対
す

る
思
い
は
深
く
は
な
い
。 

 

ど
う
も
寂
蓮
法
師
は
大
社
参
詣
の
旅
に
出
る
と

き
、「
天
下
の
大
廈
」
の
う
わ
さ
や
、
『
口
遊
』
の

「
雲
太
・
和
二
・
京
三
」
と
い
う
口
ず
さ
み
の
先
入

観
を
持
ち
、
本
殿
を
間
近
で
見
た
と
き
、
興
奮
し
た

面
持
ち
で
詠
み
上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
歌
や
前
文
の
ど
こ
に

も
、
一
六
丈
を
具
体
的
に
示
唆
す
る
文
言
は
な
い
。

寂
蓮
法
師
大
社
参
詣
の
歌
を
根
拠
に
、
一
六
丈
説
を

主
張
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
法
師
の
感

動
を
詠
っ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
こ
の
項
つ
づ
く
） 

参
考
文
献 

『
寂
蓮
の
研
究
』 

 
 

半
田
公
平 

 
 

勉
誠
社 

『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
久
保
田
淳 

東
大
出
版
社 
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小 

夜 

の 

中 

山 

千
坂 

精
一 

 

二
十
年
ほ
ど
ま
え
に
小
夜
の
中
山
を
歩
い
た
こ
と

が
あ
る
。 

動
機
は
『
太
平
記
』
を
読
ん
で
い
て
、
俊
基
朝
臣

と
し
も
と
あ
そ
ん

再
び
関
東
下
向
の
事
〉
の
件

く
だ
り

の
七
五
調
の
美
文
、

「
落
下
の
雪
に
踏
み
迷
ふ
、
片
野

か

た

の

の
春
の
桜
が
り
、

紅
葉

も

み

ぢ

の
錦
を
き
て
帰
る
、
嵐
の
山
の
秋
の
暮
」 

の
あ
と
に
、 

「
旅
館
の
燈
か
す
か
に
し
て
、
鶏
鳴
暁
を
催
せ
ば
、 

疋
馬

ひ

つ

ば

風
に
噺い

ば

へ
て
、
天
龍
川
を
う
ち
渡
り
、
小
夜

さ

よ

の

中
山
越
え
行
け
ば
、
白
雲
路
を
埋
み
来
て
、
そ
こ
と

も
知
ら
ぬ
夕
暮
に
、
家
郷
の
天
を
望
み
て
も
、
昔
西

行
法
師
が
「
命
な
り
け
り
」
と
詠
じ
つ
つ
、
二
度

ふ
た
た
び

越

え
し
跡
ま
で
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ぞ
思
は
れ
け
る
」 

と
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
西
行
の
和
歌
を
調
べ
て
み

た
ら
『
新
古
今
集
』
の
な
か
に
あ
っ
た
。 

 

年
た
け
て 

又
越
ゆ
べ
し
と
思
い
き
や 

 
 
 

命
な
り
け
り 

さ
夜
の
中
山 

と
い
う
の
で
あ
る
。 

西
行
が
生
長
ら
え
て
二
度
も
越
え
た
こ
と
を
羨
ま

し
く
思
っ
た
と
い
う
小
夜
の
中
山
と
は
ど
ん
な
と
こ

ろ
か
歩
い
て
み
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
た
。 

思
い
立
っ
た
が
吉
日
で
、
矢
も
楯
も
堪
ら
ず
、
初

夏
に
入
っ
て
い
た
が
構
わ
ず
出
掛
け
た
。 

静
岡
県
は
、
む
か
し
伊
豆

い

ず

、
駿
河

す

る

が

、
遠

江

と
お
と
う
み

の
三

国
に
分
か
れ
て
い
て
、
沼
津
港
へ
流
入
し
て
い
る
黄き

瀬せ

川
か
ら
東
の
半
島
が
伊
豆
国
、
そ
の
西
の
大
井
川

ま
で
が
駿
河
国
、
さ
ら
に
そ
の
西
の
豊
川
ま
で
が
遠

江
国
に
な
っ
て
い
た
。 

小
夜
の
中
山
は
、
そ
の
遠
江
国
榛
原

は
い
ば
ら

郡
北
方
の
菊

川
か
ら
掛
川

か
け
が
わ

に
か
け
て
の
山
中
に
あ
る
の
だ
が
、
今

回
は
大
井
川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
の
金
谷
か
ら
上
る
こ
と

に
し
た
。 

東
京
駅
で
弁
当
を
買
っ
て
新
幹
線
に
乗
り
、
静
岡

駅
で
在
来
線
に
乗
換
え
て
金
谷
駅
で
下
車
し
た
。 

金
谷
駅
は
、
町
は
ず
れ
の
や
や
小
高
い
と
こ
ろ
に

あ
っ
て
、
駅
舎
を
出
る
と
密
集
し
た
町
並
み
と
そ
の

さ
き
に
大
井
川
が
俯
瞰
で
き
る
。 

大
井
川
は
、
そ
の
む
か
し
、 

 

箱
根
八
里
は
馬
で
も
越
す
が
、
越
す
に
越
さ
れ 

ぬ
大
井
川
、 

 

と
い
わ
れ
た
よ
う
に
大
雨
の
増
水
で
た
び
た
び
川

止
め
に
あ
っ
た
の
で
、
金
谷
は
対
岸
の
島
田
と
と
も

に
足
止
め
さ
れ
た
客
で
賑
わ
っ
た
宿
場
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
金
谷
の
町
に
背
を
向
け
て
、
線
路
を
潜く

ぐ

り
駅

裏
へ
ま
わ
る
と
長
光
寺
に
出
る
。 

 

こ
こ
は
む
か
し
一
里
塚
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
境

内
に
芭
蕉
の
、 

 

道
の
べ
の
木
槿

む

く

げ

は
馬
に
喰
わ
れ
け
り 

の
句
碑
が
立
っ
て
い
る
。 

長
光
寺
横
の
緩ゆ

る

い
石
畳
の
金
谷
坂
を
上
っ
て
牧
之

原
台
地
の
北
端
に
出
た
と
こ
ろ
に
も
う
ひ
と
つ
、 

 

馬
に
寝
て
残
夢
月
遠
し
茶
の
煙 

の
句
碑
が
あ
る
。 

牧
之
原
は
こ
こ
か
ら
南
へ
二
十
キ
ロ
に
お
よ
ぶ
谷

や
沢
が
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
台
地
で
、
そ
こ
に
一

万
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い
わ
れ
る
わ
が
国
最
大
の
茶

園
が
広
が
っ
て
い
る
。 

こ
の
台
地
は
も
と
も
と
水
利
が
乏
し
か
っ
た
の
で

幕
末
ま
で
は
荒
地
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
が
、
明

治
維
新
に
な
っ
て
帰
農
し
た
旧
幕
臣
や
大
井
川
の
渡

船
開
始
で
失
業
し
た
川
越
人
夫
な
ど
が
入
植
し
て
開

拓
さ
れ
た
。 

以
前
、
戊
辰

ぼ

し

ん

戦
争
後
陸
奥

む

つ

上
北
郡
へ
追
い
遣
ら
れ

て
斗
南

と

な

み

藩
を
興
し
た
会
津

あ

い

づ

の
人
達
の
こ
と
を
取
材
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
牧
之
原
は
下
北
半
島
の
よ
う

な
厳
寒
僻
地
で
は
な
い
に
し
て
も
、
慣
れ
ぬ
手
に
鋤

鍬
を
握
っ
て
の
荒
地
開
墾
は
悲
惨
を
極
め
た
で
あ
ろ

う
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。 

金
谷
坂
を
上
り
お
え
て
す
こ
し
行
く
と
〈
諏
訪
原

城
跡
〉
の
標
識
が
あ
っ
た
。 

そ
こ
を
右
折
し
て
小
道
の
竹
藪
へ
踏
み
込
ん
だ
と

こ
ろ
が
大
手
門
跡
で
諏
訪
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
た
か

ら
、
信
玄
の
四
男
勝
頼
が
高
天
神

た
か
て
ん
じ
ん

城
攻
め
の
拠
点
に

す
べ
く
築
城
し
た
に
相
違
な
く
、
い
ず
れ
書
く
と
き

が
あ
る
か
ら
取
材
し
て
お
き
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
た

が
、
つ
い
で
は
い
け
な
い
書
く
と
き
に
あ
ら
た
め
て

取
材
す
べ
き
だ
と
戒
め
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
で
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目
を
瞑
り
、
菊
坂
を
下
っ
て
菊
川
集
落
の
外
れ
の
四

郡
橋
を
渡
っ
て
青
木
坂
の
上
り
に
か
か
る
。 

こ
こ
か
ら
西
の
日
坂

に
っ
さ
か

ま
で
な
だ
ら
か
に
つ
づ
く
丘

陵
地
帯
が
小
夜
の
中
山
で
あ
る
。 

往
古
か
ら
近
世
に
い
た
る
ま
で
東
国
と
西
国
を
結

ぶ
唯
一
の
道
だ
っ
た
の
で
、
『
更
級

さ
ら
し
な

日
記
』
『
東
関

紀
行
』『
十
六
夜

い

ざ

よ

い

日
記
』
な
ど
多
く
の
書
に
そ
の
名

が
出
て
く
る
。 

こ
の
小
夜
の
中
山
は
箱
根
、
鈴
鹿

す

ず

か

と
と
も
に
東
海

道
の
三
大
難
所
だ
っ
た
と
き
い
て
い
た
の
で
、
覚
悟

し
て
青
木
坂
に
と
り
か
か
っ
た
の
だ
が
、
な
ん
の
苦

も
な
く
上
れ
た
の
で
張
り
合
い
が
な
か
っ
た
。 

坂
上
の
久

延

き
ゅ
う
え
ん

寺
に
詣
で
た
あ
と
峠
の
茶
屋
の
近
く

の
公
園
内
に
あ
る
小
さ
な
四
阿

あ
ず
ま
や

で
小
憩
し
て
弁
当
を

ひ
ら
き
昼
食
を
済
ま
せ
た
。 

そ
こ
か
ら
さ
き
は
平
坦
な
尾
根
道
が
つ
づ
く
。 

『
海
道
記
』
に
、 

「
佐
夜
の
中
山
に
か
か
る
。
こ
の
山
を
し
ば
ら
く
上

れ
ば
左
に
深
き
谷
、
右
も
深
谷
、
一
峯
長
き
道
は
堤

の
上
に
似
た
り
。
両
谷
の
梢
を
眼
下
に
見
て
群
鳥
の

囀
り
を
足
の
下
に
聞
く
」 

 

と
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
長
い
堤
防
の
上
を
歩
い
て

い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。 

 

右
も
左
も
茶
園
が
広
が
っ
て
い
て
、
季
節
が
春
な

ら
雲
雀
で
も
囀
り
そ
う
な
長
閑
な
気
配
で
あ
る
。 

 

な
ん
の
変
化
も
な
い
単
調
な
道
程
に
飽
き
て
退
屈

の
あ
ま
り
周
辺
に
人
影
の
な
い
の
を
さ
い
わ
い
音
痴

を
顧
み
ず
に
高
歌
放
吟
し
て
歩
い
た
。 

 

歌
い
疲
れ
て
ま
た
黙
し
て
歩
き
、 

「
俺
は
い
ま
金
谷
か
ら
掛
川
に
か
け
て
の
小
夜
の
中

山
を
歩
い
て
い
る
ん
だ
」 

 

あ
ら
た
め
て
そ
う
思
っ
た
途
端
、
こ
ん
ど
は
歌
舞

伎
の
台
詞
が
口
を
衝
い
て
出
た
。 

 

河
竹
黙
阿
弥

か
わ
た
け
も
く
あ
み

作
『
青
砥
稿
花
紅
彩
畫

あ
お
と
ぞ
う
し
は
な
の
に
し
き
え

』
の
二
幕
目

稲
瀬
川
勢
揃
の
場
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

こ
の
演
目
は
『
白
浪
五
人
男
』
で
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
か
ら
ご
存
知
の
か
た
が
多
い
と
思
う
。 

 

舞
台
は
五
人
の
盗
賊
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
へ
捕
手
に

囲
ま
れ
、
一
人
一
人
が
名
を
名
乗
り
捕
縛
さ
れ
て
刑

罰
を
受
け
よ
う
と
覚
悟
す
る
場
面
で
の
頭
分
日
本
駄

右
衛
門
の
台
詞
を
思
い
出
し
た
の
だ
。 

 

そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。 

「
問
わ
れ
て
名
乗
る
も
お
こ
が
ま
し
い
が
、
産う

ま

れ
は

遠
州
濱
松

●

●

●

●

在
、
十
四
の
歳と

し

か
ら
親
に
放は

な

れ
身
の
生
業

な
り
わ
い

も
白
浪
の
沖
を
越
え
た
る
夜
働
き
、
盗ぬ

す

み
は
す
れ
ど
非

道
は
せ
ず
、
人
に
情
け
を
掛
川

●

●

か
ら
金
谷

●

●

を
か
け
て

宿
々
で
義
賊
と
噂
高
札

た
か
ふ
だ

に
回
る
配
付
の

盥
た
ら
い

越
し
、
危

ね
え
そ
の
身
の
境

界

き
ょ
う
が
い

も
最
早
四
十
に
人
間
の
定
め
は

僅
か
五
十
年
、
六
十
余
州
に
隠
れ
の
ね
え
賊
徒
の

首

領

ち
ょ
う
お
う

日
本
駄
右
衛
門
」 

 

と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

話
は
逸
れ
た
、
も
と
へ
も
ど
す
。 

 

道
は
や
が
て
沓
掛

く
つ
か
け

か
ら
坂
口
を
経
て
西
坂
の
ヘ
ア

ピ
ン
カ
ー
ブ
の
急
坂
を
下
り
、
谷
間

た
に
あ
い

に
ひ
っ
そ
り
固

ま
っ
て
い
る
集
落
の
日
坂
に
至
る
。
こ
こ
ま
で
で
小

夜
の
中
山
は
終
わ
る
。 

 

国
道
一
号
線
に
出
た
と
こ
ろ
に
神
社
が
あ
っ
た
の

で
境
内
に
入
り
欅
の
大
木
の
下
で
涼
を
と
り
な
が
ら

休
息
す
る
。 

 

参
拝
し
て
社
務
所
で
神
社
の
縁
起
を
き
い
た
ら
、
現

在
は
譽
田

こ
ん
だ

八
幡
宮
と
い
う
が
、
以
前
は
己
等
乃
麻
知

こ

と

の

ま

ち

神

社
と
い
っ
た
と
い
う
。 

 

あ
と
で
調
べ
て
み
た
ら
、
延
喜
式
内
社
の
遠
江
国

佐
野
郡
の
な
か
に
そ
の
神
社
の
名
が
あ
っ
た
。 

『
延
喜
式
』
は
延

長

え
ん
ち
ょ
う

五
年(

九
二
七)

に
完
成
し
て

い
る
か
ら
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
鎮
座
千
年
以
上
の
古
い
社
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

疲
れ
た
か
ら
タ
ク
シ
ー
を
呼
ん
で
貰
お
う
と
頼
ん

だ
ら
、
神
社
前
が
バ
ス
停
だ
か
ら
待
っ
た
ほ
う
が
い

い
と
す
す
め
ら
れ
、
結
局
バ
ス
で
掛
川
駅
に
行
っ
た
。 

 

今
川
の
重
臣
朝
比
奈
泰
朝

あ
さ
ひ
な
や
す
と
も

の
掛
川
城
に
寄
っ
て
み

た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
た
が
、
夕
暮
れ
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
の
で
諦
め
て
新
幹
線
で
帰
宅
し
た
。 

 

小
夜
の
中
山
は
狭
谷

さ

や

の
長
山

な
が
や
ま

の
転
化
と
も
い
う
。 
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本
邦
の
大
和
朝
年
代
の
問
題
点 

 
 
 
 

 

高
橋 

正
彦 

 
Ａ--- 
緒 

論 
--- 

新
井
先
生
は
五
月
例
会
に
「
古
事
記
崩
年
分
注
の

資
料
性
検
証
」(

『
古
代
史
の
海
』
八
三
号
二
〇
一

六
年
四
月)

」
を
提
示
さ
れ
た
。
当
初
こ
れ
が
何
を

意
味
す
る
か
解
ら
な
か
っ
た
が
、
徐
々
に
、
拙
論

(

今
橋
通
泰
『
大
和
朝
発
生
期
に
お
け
る--

暦
帝
紀

と
紀
年
法
』
一
九
七
九
年)

に
対
す
る
、
解
り
や
す

い
争
点
が
見
え
て
来
た
の
で
、
こ
こ
に
試
論
を
纏
め

て
み
た
。 

 

そ
こ
で
十
年
以
上
前
の
拙
論
のOCR

に
よ
る
再
編

集
を
試
み
た
が
、
一
五
〇
頁
部
分
＝
「
崩
年
」
部
分

で
躓
い
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
部
分
を
整
理
す
る
。 

 
 

Ｂ--- 

拙
論
の
要
旨 

--- 

大
和
朝
初
期
よ
り
独
自
な
暦
日
と
年
次
記
録
は
伝

承
さ
れ
た
。(

こ
れ
等
「
帝
紀
」
の
暦
日
伝
承
の
裏

に
は
、
当
初
強
大
で
あ
っ
た
女
性
原
理
＝
地
祇
に
対

し
、
上
天
原
理
が
卓
越
す
る
も
徐
々
に
前
者
の
比
重

が
増
大
す
る
に
至
り
、
更
に
は
女
性
天
皇
が
成
立
す

る
に
至
る
事
実
の
伝
承
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
。) 

 

Ｃ---

「
帝
紀
」
の
年
次
記
録
に
付
い
て 

---
 

本
邦
金
石
文
や
朝
鮮
資
料
に
お
い
て
、
飛
鳥
朝
以

前
の
天
皇
名
を
特
定
し
得
る
物
は
な
い
。
仮
に
是
を

特
定
実
証
し
得
る
物
が
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ

は
極
め
て
重
大
な
発
見
で
あ
る
。 

ー
ー
然
る
に
、
書
紀
の
天
皇
の
葬
陵
年
（
干
支
年

次
の
十
二
支
部
分)

及
び
、
そ
の
日
月(

冬
至
日
と
仮

定)

に
は
重
要
な
合
致
が
あ
り
、
事
実
と
推
定
で
き

る
。【
是
が
本
論
の
予
測
結
論
で
あ
る
。】 

ー
ー 

 
 

Ｄ--- 

書
紀
天
皇
の
葬
陵
年
と
月
日 

-
-- 

書
紀
記
述
の
応
神
～
允
恭
天
皇
の
葬
陵
年
・
葬
陵

の
日
月
に
は
重
要
な
法
則
性
が
あ
る
。 

ー
ー
ー
応
神
の
葬
陵
十
月
一
日
を
冬
至
と
仮
定

し
、
以
後
の
冬
至
日
の
推
移
を
図
示
す
る
と
、
図

Ａ
・
図
Ｂ
の
通
り
と
な
る
。
ー
ー
ー 

（
太
陰
暦
の
一
年
周
期
は
三
五
四
日
で
あ
る
の

で
、
太
陽
運
行
の
一
年
周
期
＝
三
六
五
日
に
対
し
、

毎
年
十
一
日
進
む
。
但
し
、
四
年
毎
に
冬
至
間
の
累

積
間
隔
は
一
日
長
く
な
る
。
是
を
図
中
太
線
と
期
間

巾
⑫
で
示
す
。
又
太
陰
の
天
球
上
の
運
行
は
、
こ
の

他
に
七
〇
年
で
二
四
日
早
く
な
る
＝
こ
の
進
行
日
を

適
宜
二
十
四
回
補
充
す
る
。
こ
の
補
充
年
を
図
左
枠

●
で
示
す
。
こ
の
各
一
日
補
充
に
よ
り
、
次
回
の
冬

至
日
は
一
日
早
ま
る
＝
是
を
期
間
巾
十
で
表
示
す

る) 

  
---

以
上
計
算
の
天
文
定
数
は
、【
月
齢
＝
二
十

九
・
五
三
〇
五
八
日
、
太
陽
年
＝
三
六
五
・
二
四
二

五
日
に
よ
る
】 

  ----

図
Ａ
図
Ｂ
に
は
次
の
様
な
意
味
が
あ
る--

-- 
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古
代
暦
に
は
、
景
初
暦
・
元
嘉
暦
・
儀
鳳
暦
等
が

あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
処(

閏
月
の
挿
入
法
・
冬

至
の
決
定
等)

は
数
的
に
難
解
で
、
部
外
者
に
は
良

く
解
ら
な
い
。
こ
れ
等
に
対
し
日
月
の
理
論
的
な
運

行
状
況
を
、
簡
単
な
図
示
で
直
観
的
に
示
し
、
是
に

よ
り
暦
法
問
題
の
直
観
化
・
客
観
化
を
図
っ
た
。 

●
こ
の
結
果
、
応
神
の
葬
陵(

十
月
一
日
＝
午
歳≑

冬

至
と
仮
定)

、
仁
徳(

十
月
月
七
日
＝
亥
の
歳)

、
允

恭(

十
月
十
日
＝
巳
の
歳)

 
 

ー
ー
ー
等
々
の
、

夫
々
の
十
二
支
年
・
日
月
に
は
明
確
な
対
応
関
係
＝

（
書
紀
の
葬
陵
年
月
日
記
述
の
信
憑
性
と
明
確
な
暦

の
存
在
）、 

が
あ
る
事
に
な
る
。 

 

Ｅ--- 

結
論
【
古
代
史
史
料
の
信
憑
性
】--- 

本
邦
大
和
朝
時
代
に
お
い
て
、
各
天
皇(

大
王)

の

実
在
を
示
す
信
憑
性
の
あ
る
史
料
は
な
い
。
中
国
朝

鮮
資
料
に
僅
か
に
干
支
年
代
資
料
が
散
見
す
る
が
、

特
定
の
天
皇
を
実
証
し
な
い
。
又
、
本
邦
金
石
文

に
、 「

獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
」
を 

 

辛
亥
年
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王(

雄
略
天
皇) 

志
木

宮
に
あ
る
時 

と
読
む
説(

稲
荷
山
鉄
剣
銘)

が
僅
か
に
あ
る
が
、

明
確
に
雄
略
天
皇
が
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。 

こ
れ
ら
の
具
体
例
か
ら
解
る
よ
う
に
、
各
天
皇
の

存
在
を
実
証
す
る
条
件
と
し
て
、
一
般
的
に
、【
①

考
古
資
料
】・【
②
干
支
年
代
等
の
古
記
録
】
等
が
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
、 

ー
ー
書
紀
記
載
の
【
天
皇
の
葬
陵
年
月
日
】
は
、
明

確
に
こ
の
①
②
の
条
件
を
明
記
し
て
い
る
ー
ー 

（
書
紀
記
載
の
天
皇
の
葬
陵
年
次
は
、
十
二
支
年
次

に
お
い
て
暦
計
算
の
存
在
を
示
し
、
又
、
こ
の
十
二

支
は
各
陵
＝
考
古
資
料
＝
の
軸
線
方
位
を
示
す
。) 

 
 
 
 

^

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー 

Ｅ---
 

【
本
論
の
背
景
事
情
と
技
術
的
情
報
】 

大
和
朝
古
記
録
の
信
憑
性
を
判
断
す
る
基
準
は
何

か
と
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
是
を
推
敲
す
る
な

か
で
、
そ
の
重
要
な
要
素
は
干
支
年
次
記
録(

暦
法)

と
考
古
遺
物
の
二
面
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
至
っ

た
。 是

の
視
覚
的
試
行
を
試
み
た
物
が
、
図
Ａ
図
Ｂ
で

あ
る
が
、
実
は
、
そ
の
諸
元
情
報
の
『
詳
細
を
失
念

の
故
に
』
的
確
に
説
明
出
来
な
い
事
を
自
覚
し
た
。

そ
こ
で
是
等
を
明
解
化
・
再
整
理
す
る
次
第
で
あ

る
。 ● 

図
Ａ
図
Ｂ
の
特
質(

旧
説
の
再
認
識) 

● 
図
は
太
陽
暦
に
基
づ
く
日
月
の
変
移
及
び
、
特
定

の
太
陰
太
陽
暦
の
暦
日
を
厳
密
に
表
示
し
た
も
の
で

は
な
く
、
両
者
の
要
素
を
図
上
計
算
し
易
く
仮
説
的

に
ア
バ
ウ
ト
に
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

午
歳
十
月
一
日
を
冬
至
初
回
と
仮
定
す
る
と
、
以

後
の
冬
至
は
毎
年
十
一
日
遅
く
な
る
。
三
年
後
に
は

十
一
月
に
入
る
が
こ
の
月
を
閏
十
月
と
す
る
と
、
日

月
移
行
図
で
は
こ
こ
で
回
帰
し
折
線
と
な
る
。 

ー
ー
こ
の
図
示
さ
れ
た
折
返
し
の
総
計
で
、
太
陽
暦

へ
の
調
整
の
為
の
挿
入
暦
日
の
総
計
が
解
る
ー
ー

(

該
当
年
を
七
〇
年
に
限
定
す
る
。
是
は
太
陽
暦
で

ー
ー
ー
ー
ー
二
五
五
六
七
㈰
＝
x
に
相
当
。 

(

イ) 

右
七
〇
年
に
対
す
る
太
陰
暦
の
積
算
日
数
は 

二
九
・
五
三
〇
五
八
㈰ ×

一
二
月×

七
〇
年
＝
二

四
八
〇
八
㈰) 

こ
の
間
、
閏
月
の
挿
入
総
計
は
二

五
ヶ
月(

七
三
八
日
＝
太
陰
暦
日
ー
ー
計
二
五
五
四

四
日
＝
y)

と
な
る
。 

(

ロ)

【
x

y
の
残
差
は
二
三(

実
際
は
二
四)

日
と

な
る
。】 

【
図
Ａ
図
Ｂ
上
で 

①
㈰
÷
三
年
の
比

率
で
計
二
四
日
を
十
月
の
後
の
小
の
月
に
挿
入
。
是

を
●
で
表
示
】 

(

結
果
、
翌
冬
至
は
①
㈰
進
む
ー

ー
巾
⑩
㈰
で
示
す) 

要
す
る
に
図
Ａ
Ｂ
は
仮
説
の
図
上
検
証
を
示
し
た

物
で
、
右
の
仮
説(

イ)(

ロ)

等
が
合
理
的
に
成
り
立

つ
か
を
確
認
し
て
い
る
。
古
代
暦
法
で
は
天
文
定
数

は
分
数
表
示
さ
れ
て
お
り
解
り
難
い
の
で
、
本
図
で

諸
種
試
行
す
る
の
が
有
効
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。 

 

 
 

 

● 

● 

将
来
へ
の
展
望 

● 

● 
 

ー
ー
但
し
条
件
に
誤
り
が
あ
る
と
、
葬
陵
日
月
が
崩

れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
本
図
を
数
式
計
算
で
確
認

す
る
方
法
が
な
い
も
の
か
思
案
す
る
次
第
で
あ
る
。 

（2
018.

6.28

） 
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集
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註
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本
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は
高
橋
さ
ん
の
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書
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大
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朝
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暦
帝
紀
と
紀
年
法
』
一
九
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九
年
の
総
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で
あ
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、
一
部
の
基
礎
資
料
が
そ
の

著
書
内
で
の
検
討
に
よ
り
算
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、

難
解
な
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
了
承
下
さ
い
。 


